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核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

（添付書類） 

 

 



 
 

  Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

 

   Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

 

    Ⅴ-1-1-4-2 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設） 

     Ⅴ-1-1-4-2-4 設定根拠に関する説明書（使用済燃料プール温度（ＳＡ）） 

     Ⅴ-1-1-4-2-5 設定根拠に関する説明書（使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）） 

 

 

Ⅴ-6 図面 

3 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3.1 使用済燃料貯蔵設備 

 第 3-1-2 図  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及 

び漏えいを監視する装置の検出器の取付箇所を明示した図面 
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Ⅴ-1-1-4-2-4 設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料プール温度（ＳＡ）） 
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名 称 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又

は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下

した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するために設置する。 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の

水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器の故障により当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に

おいて当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類「Ⅴ-1-3-1

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範

囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

使用済燃料プール温度（ＳＡ）は，使用済燃料プールが 1 個であり，1 箇所の測定でプール

全体を監視できることから，重大事故等対処設備として1個（温度検出点8箇所）設置する。
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Ⅴ-1-1-4-2-5 設定根拠に関する説明書 

（使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）） 
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名 称 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

個 数 － 1 

【設定根拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，設計基準対象施設として核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽の水位及び温度を計測するとともに，計測結果を表示

し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に使用する使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，以下の機能を有す

る。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が

喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の

水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線を

遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，発電用原子炉施設には，使用済燃料貯蔵槽か

らの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合

において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置す

る。 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，重大事故等が発生し，計測機器の故障により

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類

「Ⅴ-1-3-1 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書

並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，使用済燃料プールが 1 個であり，1 箇所の測

定でプール全体を監視できることから，設計基準対象施設として1個（温度検出点2箇所）設

置する。 

 

使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）は，設計基準対象施設として 1 個（温度検出点 2

箇所）設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 

 



工事計画認可申請 第 3-1-2 図
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